
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市街化調整区域におけるまちづくりルールのあらまし 

加 古 川 市 

この地区計画は、周辺環境に相応しい良好な居

住環境、緑豊かな街並み景観など、魅力ある街

区形成を行うことを目的として策定したまち

づくりのルールです 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                   

                            

                            
 

地区計画の方針等 

名称     上西条地区 地区計画

加古川市八幡町上西条の一部、八幡町下村の一部 

約０．７ ha 

 
本地区は、人口減少、高齢化が進み、課題となっている既存コミュニティの維持
のため、田園まちづくり制度により、新規居住者による住宅の建築を可能にする
区域に位置付けられており、低層戸建て住宅団地の開発による土地利用が計画さ
れています。このようなことから、周辺環境に相応しい、良好な居住環境の確保
と、緑豊かな街並み景観の創出など、魅力ある街区形成を図ることを目的として
います。 
 
良好な居住環境を有する低層住宅地として、魅力的で緑豊かな街区形成を図るこ
ととします。 
 
良好な低層住宅地としての居住環境並びに緑豊かな街区の形成を図るため、建築
物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等
の高さの最高限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、垣又はさくの
構造の制限、緑化率の最低限度を定めます。 
 
適切な汚水処理による良好な田園環境の保全を図るため、建築物の新築にあたっ
ては合併浄化槽を設置することとします。 

位置 

その他当該地区の整備、 
に関する方針   

面積 

地区計画の目標      

土地利用の方針 

建築物等の整備の方針 

地区計画計画図 

地区計画計画図 
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     地区整備計画のあらまし 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ※本表は、地区整備計画の概要であり、すべての内容を掲載したものではありません。詳しくは 

       都市計画課または建築指導課でご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築物等の用途の制限

（建築可能なもの） 

建築することができる建築物は、次に掲げるもの 

1 専用住宅（自動車車庫及び物置の用に供する部分を除く床面積の合計が 280

㎡以下のものに限る。） 

2 兼用住宅（自動車車庫及び物置の用に供する部分を除く床面積の合計が 280

㎡以下のものに限る。）で非住宅部分の床面積が、50 ㎡以下かつ延べ面積の２

分の１未満のもの（非住宅部分の用途制限あり） 

３ 前各号の建築物に附属するもの（ただし、建築基準法施行令第１３０条の５

各号に掲げるものは除く。） 

建築物の敷地面積の 

最低限度 
３00 ㎡ 

壁面の位置の制限 敷地境界線から建築物の外壁の面までの距離は１ｍ以上とする。 

建築物等の高さの 

最高限度 

１０ｍ以下かつ地階を除く階数２以下 

『北側斜線、道路斜線制限あり』 

建築物等の形態又は色彩

その他の意匠の制限 

1 建築物の形態、意匠は、周辺の集落景観との調和に配慮する。 

2 建築物の屋根は勾配屋根など傾斜を有する形態とする。 

3 建築物の外壁及び屋根の色彩の彩度は、マンセル値により R 系（赤系）、YR

系（橙系）は彩度 6 以下、Y 系（黄系）は彩度 4 以下、その他の色相は彩度

2 以下とする。（ただし、自然素材を用いたものや無彩色は除く。） 

４ 広告物は兵庫県の屋外広告物条の許可基準に適合するものとする。（原則、

第１種禁止地域等での許可基準に適合させる。） 

垣又はさくの構造の制限 

１ 道路に沿って幅０.５ｍの植栽帯を設ける。植栽帯を設けることができない部

分は、駐車場他の空地として開放的な空間とする。 

２ 道路に面して垣又はさくを設ける場合、植栽帯の背面に位置するものとし、

生垣又は透視可能なフェンス等と植栽を併設したものとする。（ただし、高さ

が宅地地盤面より０.６ｍ以下のもの、門扉、門扉の袖で、その長さが２ｍ以

下のもの、)透視可能な垣又はさくの基礎で、宅地地盤面より０.４ｍ以下のも

ので、景観に配慮した素材、色彩としたものについては、この限りでない。）

緑化率の最低限度 １／１０（ただし、建築物の屋上及び壁面の緑化面積は含まない。） 

地区整備計画 



 

 

 

建築物の敷地面積の最低限度 
         ゆとりある街区を形成するため、敷地面積の最低限度は３00 ㎡とします。  

          

壁面の位置の制限 

     敷地境界線から建築物の外壁の面までの距離は１ｍ以上とします。 

               

建築物の高さの最高限度 

     建築物の高さは 10m 以下とし、地階を除く階数を 2 以下とします。 

     

建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 

     

・ 建築物の形態、意匠は、周辺の集落景観との調和に配慮したものとしてください。 

・ 建築物の屋根は勾配屋根など傾斜を有する形態としてください。 

・ 建築物の外壁及び屋根の色彩の彩度は、マンセル値により R 系（赤系）及び YR 系（橙系）は 

彩度 6 以下、Y 系（黄系）は彩度 4 以下、その他の色相は彩度 2 以下としてください。 

ただし、自然素材を用いたものや無彩色は除きます。 

 

1ｍ以上 

1ｍ以上 

建物

建物

隣地境界線 
道路境界線 

道路

建築物の高さ 北側斜線制限 道路斜線制限 

＜例＞  分割前 

300 ㎡  100 ㎡ 400 ㎡ 

分割後 

１０ｍ以下 １０ｍ 

５ｍ 

１０ｍ

敷地北側境界 
道路境界 

建築可能部分
建築可能部分 1.25a

a 

1.251.25

1.0
1.0

Ｎ

（上図の 100 ㎡の敷地では建築できません）

建築物の形態又は色彩その他の意匠 



 

 

 

 

 

     

 

垣又はさくの構造の制限 

    

 

緑化率の最低限度 

     敷地面積の１０パーセント以上を緑地※にしてください。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広告物の形態又は色彩その他の意匠 

表示面積の合計 

２㎡以下 

掲出する高さ 

３m 以下 

建築物の敷地内に設置することのできる広告物は兵

庫県の屋外広告物条例施行規則別表第２の部分のう

ち、第１種禁止地域等での許可基準に適合するもの

でなければなりません。 

ただし、建植えする広告板又は広告塔は、掲出する

高さは 3ｍ、表示面積の合計は 2 ㎡以下とします。

 道路に沿って幅０.５ｍの植栽帯を設けてください。

植栽帯を設けることができない部分は、駐車場他の

空地として開放的な空間としてください。 

 

 道路に面する垣又はさくは、植栽帯の背面に位置す

るものとし、生垣又は透視可能なフェンス等と植栽

を併設したものとしてください。 

ただし、景観に配慮した以下のものは除きます。 

１)高さが宅地地盤面より０.６ｍ以下のもの 

２)門扉、門扉の袖で、２ｍ以下のもの 

３)垣又はさくの基礎で、宅地地盤面より０.４ｍ

以下のもの。 

本地区は、田園まちづくり制度に基づき上西条地区田園まちづくり計画が策定された地区内

にあります。地域住民の皆さんとともに、計画に沿ったまちづくりを進めてください。 

門扉フェンスの基礎は

0.4ｍ以内 

門扉のそでは 

2ｍ以内 

※門扉や門扉のそで、フェンスの基礎などは以下の範囲内に留めてください

垣またはさくは植栽帯の

背面に配置してください

（透視可能なもの） 

宅地地盤面

低木・地被類

化粧ブロック

道路面

幅 0.5ｍ以上

の植栽帯 

宅地道路

官民境界

 ※緑地には植栽や花壇などの緑で覆われたもの

のほか、家庭菜園や子供の遊び場などの裸の

土の地面も含みます。（必ずしも植物が生え

ている必要はありません。） 

道路植栽・花壇

家庭菜園

植栽

建物
遊び場 
(マサ土) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

届出の対象 

となる行為 

届出の方法 

届出の図書 

ご相談・お問い合わせは 

 

加古川市都市計画部都市計画課 

                      建築指導課            

 

   ＴＥＬ  079-４21-2000（代表） 

届出について 


